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          フォーラム(分科会)と市民公聴会の開催 

 「子どもを共に育む京都市民憲章」を推進する条例に関する当検討委員会の検討内容につ

いて，市民の皆様と意見交換をさせていただく場です。ぜひご参加下さい。 

(1) 子どもを共に育む未来づくり教育フォーラム in 京都(第 2 分科会) 

 日時・場所：平成 22 年 7 月 28 日(水) 14：00～17：00・京都会館 会議場(左京区岡崎) 

 テ ー マ：「今，子どもたちのためにできること～子育て“きょうかん”都市・京都の実現にむけて～」 

 内  容：条例の検討内容に関するパネルディスカッションと意見交流 

 申  込：7月 14日(水)までは京都いつでもコール(075－661－3755)へお申込み， 

      7月 15日(木)からは生涯学習部(075－251－0456)へお問合せ下さい。 

(2) 市民公聴会 

日時・場所：平成 22 年 8 月 4 日(水) 18：45～20：45・こどもみらい館(中京区間之町通竹屋町下ル) 

 内  容：条例検討内容の説明と意見交流 

 申  込：8月 1日(日)までに京都いつでもコール(075－661－3755)へ，先着 100名 

      事前申込み制  

 

 

京都市印刷物第２２４２６４号 

 子どものための大人の行動規範である

「子どもを共に育む京都市民憲章」。この憲

章をより一層推進する条例の制定に取り組

む『検討委員会』の第２回会議が７月６日

に開催され，条例に盛り込むべき内容につ

いて議論が交わされました。 

 

お知らせ 

条例に盛り込むべき内容（委員意見） 

子どもと親・大人が体験で育ち，参画できる社会にするために，  

学校・地域・行政・企業等がやるべきことを定める 

     ・学校と地域が連携して，次世代を育む 

     ・行政や企業は，地域での子育てを支援する 

 
子育て環境のための規制は必要？罰則よりも努力義務や励みを？ 

      ・憲章推進の日を定めて啓発も 

                      （詳細は裏面）   



      先着１００名(事前申込み制)  

１ 子どもと親・大人が体験で育ち，参画できる社会にするために 

・子どもたちに役割を与えて力を出せる場を用意する。 

・子どものリアルな生活体験の場を整備する。 

・子どもが大人になるプロセスを学校・地域・社会が作る。 

・親も子育て支援の取組に参加して地域で育っていくとよい。 

２ 学校・地域・行政・企業等がやるべきことを定める  

・学校は，地域教育をコーディネートし，子どもの生きる力を育む。 

・地域は，学校・大学等と連携して次世代を育成する。 

・行政は，地域のつながりを支援し，部局を越えて憲章を推進する。 

・企業も，地域の子どもを地域で育てるために行動する。 

３ 子育て環境のための規制は必要？ 罰則よりも努力義務や励みを？ 

・薬物・虐待・児童ポルノ等の問題に強い手立てが必要ではないか。 

・企業には罰則あるいは顕彰がないと取組が浸透しない。 

・憲章推進条例に罰則はなじまない。罰則だけでは良い社会にならない。 

・罰則よりも，努力義務や励みになることを盛り込むほうがよい。 

４ その他 

・憲章推進条例なので，子どもの権利規定まで入れるのは難しい。 

・ワークライフバランス，親の学びの機会を充実させる。 

・届きにくい人など，多くの市民を巻き込んで条例をつくる。 

・憲章推進の日を定めて，イベント等を行い，市民啓発を行う。  

・市民しんぶんや回覧板，カードへの記載等で憲章や条例をＰＲ。 

5 委員長から 

・憲章を具体化する条例として,①憲章理念の具体化，②時事問題への対応の両方が必要。  

・すぐに罰則ではなく，市民の力によって，健全化できる指針を条例で示したい。 

・子どもも大人も共に学び育つために，子どもの可能性を伸ばす体験を具体化したい。 

・行政の縦割りに横串を入れる問題にも取り組み，憲章理念の啓発も繰り返し続ける。 

 

 

各委員からの主な意見(第２回検討委員会)－条例に盛り込むべき内容－ 

礒貝 英雄  (京都障害児者親の会協議会)  

今村 吉伸  (京都青年会議所)     

上野 み代子 (京都市社会福祉協議会)  

大畑 眞知子 (京都市小学校長会) 

柏井 真理子 (京都府医師会) 

川村 雅己  (京都経営者協会) 

小室 冨美子 (京都市保護司連絡協議会)  

柴原 雅子  (市民公募委員)  

○寺石 浩隆  (京都市中学校 PTA 連絡協議会) 

德田 敏   (京都弁護士会)  

○中川 一良   (京都市児童館学童連盟) 

長浜 孝子   (市民公募委員)  

中村 雅子   (京都市立中学校長会) 

 

 

 

長屋 博久   (京都市小学校 PTA 連絡協議会)  

西岡 正子  (佛教大学教育学部)  

西脇 悦子  (京都市地域女性連合会) 

◎藤岡 一郎  (京都産業大学法科大学院)  

藤本 明美  (京都子育てネットワーク)  

升光 泰雄  (京都市私立幼稚園協会)  

水野 篤夫  (京都市ユースサービス協会)  

宮本 義信  (同志社女子大学生活科学部)  

森田 眞利  (京都｢おやじの会｣連絡会) 

山内 五百子 (京都市保育園連盟) 

山下 早智子 (京都市民生児童委員連盟) 

山下 徹朗  (京都商工会議所) 

 ◎は委員長，○は副委員長   以上 25 名  

 

委員名簿＜50 音順・敬称略＞( )内は所属団体等 


